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医学教育モデル・コア・カリキュラムについて

・学⽣が卒業時までに⾝に付けておくべき、必須の実践的診療能⼒（知識・技能・態度）に関する学修⽬標を明確化。
・総履修時間数（単位数）の３分の２程度を⽬安としたもの。 （残り３分の１程度は各⼤学が特⾊ある独⾃の選択的な
カリキュラムを実施）

・平成28年度改訂版︓平成27年度から28年度にかけて、有識者会議を開催し新たな改訂に向けた検討を実施。平成29年
３⽉に改訂内容を決定し公表。１年間の周知・準備期間を経て、平成30年度から各⼤学において改訂版コアカリに基づく
教育を開始。

「未来の社会や地域を⾒据え、多様な場や⼈をつなぎ活躍できる医療⼈の養成」
今回の改訂は、「未来の社会や地域を⾒据え、多様な場や⼈をつなぎ活躍できる医療⼈の養成」を⽬指して医学・⻭学・
薬学教育の３領域で統⼀的に取りまとめた。
近年、⼈⼝構造の変化、多疾患併存、多死社会、健康格差、医師偏在、増⼤する医療費、感染症の危機等様々な問
題に直⾯し、これらの社会構造の変化は、年を経るにつれ更なる激化が⾒込まれている。このように社会に多⼤な影響を与え
る出来事を的確に⾒据え、多様な時代の変化や予測困難な出来事に柔軟に対応し、⽣涯に渡って活躍できる医療⼈の養
成が必須である。（以下、略）

令和４年５⽉ 連絡調整委員会（第３回）︓コアカリ（素案）の提⽰
令和４年７⽉ 連絡調整委員会（第４回）︓コアカリ（案）の確認・意⾒、パブリック・コメント実施
令和４年度冬頃予定 連絡調整委員会（第５回）︓コアカリの決定、「改訂版コアカリ」を公表、⼤学等へ周知
（令和５年度 周知期間）
令和６年度 ⼊学⽣から改訂版コアカリ適⽤

医学教育モデル・コア・カリキュラム

令和４年度改訂版コアカリキャッチフレーズ（案）

コアカリ改訂に向けたスケジュール（案）
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医学／⻭学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に関する
連絡調整委員会 委員名簿

伊藤 史恵 文部科学省高等教育局医学教育課長

江藤 一洋 歯学教育改善・充実に関する調査研究協力者会議座長

小川 彰 一般社団法人日本私立医科大学協会会長

釜萢 敏 公益社団法人日本医師会常任理事

北川 昌伸 前 国立大学医学部長会議常置委員会委員長

北村 聖 東京大学名誉教授

栗原 敏 公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構理事長

齊藤 延人 一般社団法人全国医学部長病院長会議医学教育委員会委員長

嶋田 昌彦 東京医科歯科大学特任教授

永井 良三 自治医科大学学長

奈良 信雄 一般社団法人日本医学教育評価機構常勤理事

福井 次矢 東京医科大学茨城医療センター病院長

前田 健康 新潟大学歯学部長

俣木 志朗 日本歯科大学生命歯学部客員教授

三浦 廣行 一般社団法人日本私立歯科大学協会会長

南 砂 読売新聞東京本社常務取締役調査研究担当

門田 守人 日本医学会会長

柳川 忠廣 公益社団法人日本歯科医師会副会長

山口 育子 認定NPO 法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長 計１９名

（オブザーバー）

井上 圭三 薬学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に関する専門研究委員会座長

小椋 正之 厚生労働省医政局歯科保健課長

山本 英紀 厚生労働省医政局医事課長

※ 敬称略、五十音順

令和４年７月１日現在

〇：座長

〇
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1. 20年後以降の社会も想定した資質・能力の改訂

2. アウトカム基盤型教育のさらなる展開（学修目標の
再編成と方略・評価の整理）

3. 医師養成をめぐる制度改正等との整合性の担保に向
けた方策の検討（国家試験、共用試験の公的化と医
学生の医業の法的位置付けを踏まえたシームレスな
診療参加型臨床実習の推進、国際標準への対応等）

4. コアカリのスリム化の徹底と読み手や利用方法を想
定した電子化

5. 研究者育成の視点の充実

6. 根拠に基づいたコアカリ内容

7. 歯学・薬学教育コアカリとの一部共通化

医学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に向けた基本⽅針
第３回モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連
絡調整委員会（令和４年５月11日）資料一部改変
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次期医学/⻭学教育モデル・コア・カリキュラムスケジュール（案）
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第２回モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連
絡調整委員会（令和３年10月21日）資料一部改変
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1. 20年後以降の社会も想定した資質・能力の改訂

• 資質・能力に「総合的に患者・生活者をみる姿勢(案)」

「情報・科学技術を活かす能力(案)」の２項目を追加

• 人口構造の変化、多併存疾患、多死社会、医師偏在、増大す

る医療費、感染症を含む医療緊急事態等の危機に対応できる

医師の養成

• AIを含めた情報・科学技術の進歩への対応とそれに伴う倫理

• 資質・能力に記載されていた「医療の質と安全の管理」を

前文に移動

医学教育モデル・コア・カリキュラム改訂に向けた基本⽅針（案）

第２回モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連
絡調整委員会（令和３年10月21日）資料２－１

小西参考人提出資料（一部編）
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• 共用試験の公的化と診療参加型臨床実習での医行為

• 医学生が臨床実習において行う医業に関する政令に沿った

コアカリの記載→診療参加型臨床実習実施ガイドラインへ

• 国家試験との整合

• 学修すべき疾患の適正化（「医師国家試験出題基準の改定に向けた提言

のための研究（※）」を基盤に）

• 国家試験出題基準改訂との協働の必要性

※厚生労働科学研究費補助金（政策科学総合研究事業（臨床研究等 ICT 基盤構築・人工知能実装研究事業））令和 2 年度研究年度終了分担研究報告書

医師養成をめぐる制度改正等との整合性
（共⽤試験の公的化、医学⽣の医業、国家試験 等）
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第３回モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連
絡調整委員会（令和４年５月11日）資料一部改変



• ガイドラインの章立て
1.序章、2.実施体制・実施環境、3.学修目標、
4.方略、5.評価、6.学修と評価の記録、
7.EPA   とした

• 序章
• 診療参加型臨床実習の充実を図る意義を
記述し、診療参加型臨床実習の意義を説
明する図を改訂した

• 実施体制・実施環境
• 組織作りや事前に検討を要する事項の指
針を記述
• 医学生が臨床実習を行う医業の範囲を定
める際の指針ならびに患者同意取得の指
針を改訂
• 患者相談窓口の設置を追加
• 臨床実習で医学生の守秘義務が発生する
ことを追加
• 学生の安全管理に放射線被ばく管理の指
針を新たに記述

診療参加型臨床実習実施ガイドライン（案）
第４回モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連
絡調整委員会（令和４年７月13日）資料一部改変
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•目標
•平成28年度版の「G 臨床実習」に記述されていた学修目標を移
動し、令和 4年度改訂版コアカリの学修目標に基づいて改訂

•方略
•平成28年度版の「G 臨床実習」に記述されていた臨床実習の方
略（実習を行う診療科など）を移動し、臨床実習を行う診療科
等と実習期間を改訂

•評価
•実習現場での観察評価として、簡易型臨床能力評価（mini-
CEX）、症例の 担当に関する評価（CbD）に加え、直接観察に
よる臨床手技の評価（DOPS）を記載

•アンプロフェッショナルな学生への対応を改訂

•実習活動の記録の電子化として、CC-EPOCを記載

診療参加型臨床実習実施ガイドライン（案）
第４回モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連
絡調整委員会（令和４年７月13日）資料一部改変
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H28版
コアカリ

当時のJACME評価基準における「重要な診療科」（原則１診療科当たり４週間以上）

内科 外科 小児科 産婦人科 精神科 総合診療科 救急科

必ず経験すべき診療科

R４版
コアカリ
改訂案

原則１診療科当たり連続３週間以上※

内科 外科 小児科 産婦人科 精神科 総合診療科 救急科

大学の状況に合わせて実施

学外施設における実習も可能
皮膚科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科

麻酔科 病理診断科 臨床検査科 形成外科
リハビリテー
ション科

皮膚科 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 脳神経外科 放射線科

麻酔科 病理診断科 臨床検査科 形成外科
リハビリテー
ション科

歯科口腔外科

大学の状況に

合わせて実施

原則３週間以上
（またはそれに相当する期間）

⻭科⼝腔外科

基本診療科
学修目標に以下が掲げられている

「必要な診察ができる」「主訴からの診断推論を組み立てられる」
「疾患の病態や疫学を理解している」「基本的な治療計画を立案できる」
「どのようにコンサルテーションすればよいかを理解している」

※ ただし、全人的な診療能力・態度を涵養する目的で、
４週間以上連続して配属する診療科を１診療科以上
確保することが重要

※ 各大学におかれては、必要な学修内容が十分担保でき
るよう、十分な実習時間の確保に配慮いただきたい。

学外施設における

実習も可能

臨床実習での「診療科」について JACMEと調整中

診療参加型臨床実習実施ガイドライン（案）の⽅略︓「基本診療科」
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第４回モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連
絡調整委員会（令和４年７月13日）資料一部改変
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• 学修と評価の記録
• 各種評価表をコアカリ令和4年度改訂版の学修目標
に基づいて改訂

• 実習現場での観察評価として、DOPSを追加

• Entrustable Professional Activities : EPAs
• 学生を信頼し任せられる役割（EPAs）の概念を説
明

• 一つのEPA（行為）と10の資質・能力との組み合わ
せを例示

• 評価のために使用する場合、臨床実習のローテー
ト例、評価に用いるツール例、指導監視なしで当
該行為を実施するために必要となる条件、EPAの行
為に至るまでのトレーニング等について例を示し
た(右図）

• 平成28年度版コアカリで「学生を信頼し任せられ
る役割」としてG 臨床実習に記述されていたもの
は、共用試験実施評価機構（CATO）が定める「臨
床実習終了までに修得すること」として、令和4年
度コアカリ改訂版の評価の章に移動

診療参加型臨床実習実施ガイドライン（案）
第４回モデル・コア・カリキュラム改訂に関する連
絡調整委員会（令和４年７月13日）資料一部改変
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